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はじめに 

 

本事業に係る環境影響評価その他の手続きは、環境影響評価法（平成 9 年法

律第 81 号）第 4 条第 6 号の規定に基づき実施したものである。 
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評価書の公告・縦覧 

環
境
影
響
評
価
書 

環境大臣からの 

意見提出 

国土交通大臣 

からの意見提出 

評価書の作成 

評価書の補正 

準備書の作成 
環
境
影
響
評
価
準
備
書 

意見概要・見解書を知事，屋久島町長に送付 

知事からの意見提出 

準備書の公告・縦覧・説明会 

一般の方からの意見提出 

屋久島町長からの意見提出 

環
境
影
響
評
価
方
法
書

方法書・要約書の作成 

方法書の公告・縦覧・説明会 

意見概要を知事，屋久島町長に送付 

屋久島町長からの意見提出 

一般の方からの意見提出 

知事からの意見提出 

環境影響評価項目・手法の選定 
環
境
影
響
評
価

の
実
施

現地調査・予測・評価の実施・環境保全措置の検討 

今回の手続き 

現在はこの段階です 
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本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図 20 万及び基盤地図情報等を一部

加工して複製したものである。 

本書に掲載した地図を第三者が複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があ
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（1） 

第 1 章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

1.1 事業者の名称 

鹿児島県 

 

1.2 代表者の氏名 

鹿児島県知事 塩田 康一 

 

1.3 主たる事務所の所在地 

鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




